
埋戻 しに係 る検査 ・監視体制 について

(財〕城陽山砂利採取地整備公社

1 根 拠法令

財団法人城陽山砂利採取地整備公社埋立処分地管理運営規程

2 検 査 ・監視の目的
・搬入される建設発生上の安全性の確認
・埋立の適正な施工の確認

3 検 査 ・監視の対象

(1)対 象範囲

・城陽山砂利採取地整備公社と契約を行なった埋立行為

(2)検 査 ・監視内容

。「土壌の汚染に係る環境基準」に規定する検査 (事前検査、定期検査、抜取検

査及び中間検査)

'ステッカー発行及び掲出による搬入車両の特定
・搬入事業所に設置した監視所における建設発生土送付伝票の受渡 しによる搬入

上の特定及び目視による土砂の確認

4 検 査 ・監視の体制、頻度

① 土 壌検査については
'事前検査は、契約前に全て実施
・定期検査は、搬入事業所毎に月1回実施
'抜取り検査は、事業所に搬入毎に年2回実施
・中間検査は、搬入期間が概ね 1年以上のものについて随時実施

② 搬 入路毎に監視所を設置し、監視員による搬入時における建設発生土送付伝票

の受渡と目視による確認

③ 施 工状況については適宜確認

5 検 査 ・監視の方法

① 土 壌検査については、検査機関における分析

② 目 視による土砂の確認

③ 現 地における測量や丁張りの設置

6 不 適正な場合の措置
・化学的に不適正なものについては、土壌 ・地下水の保全に係る審議会に諮り、場

外搬出等必要な措置の実施
・土砂以外のものが混入していた場合は、現物の場外搬出と請負者等への指導
・不適正な施工については、日頭による是正指導



7 課 題等

・搬入時の内容物の確認が、主に監視所通過時における目視のみとなっている。

8 考 えられる改善策

・埋立場所における荷降ろし時の確認を実施する。(平成 19年10月29日か ら実施済

み)



財 団法 人城 腸 山砂利 採 取地整備 公 社 埋 立処 分 地管理 運 営規 程

(趣 旨)

第 1条  こ の規 程 は、財 団法人城 陽 出砂利 採 取 地整 備 公 社 (以 下

「公 社 」 とい う。 )埋 戻 し事 業 等 にか か わ る埋 立 処 分 地 の管 理

運 営 に 関 し、必 要 な事 項 を定 め る もの とす る。

(埋戻 し材 等 )

第 2条  埋 戻 し事業 に用 い る埋 戻 し材 は、廃 秦 物 の処 理 及 び 清 掃

に 関す る法律 (昭和 45年 12月 25日 法 律 第 137号 )で 定

め る産 業 廃 棄 物 以外 で 、建 設 工 事 か ら発 生 す る土秒 (以 下 「建

設 発 生 土 」 とい う。 )と す る。

2 上 記 の建 設 発 生土 につ いて は 、別表 第 1に 定 め る。 た だ し、

理 事 長 が 特 に認 めた もの につ い て は、 この 限 りで な い。

(関係 機 関等 の協力)

第 3条  理 事 長 は、前 条 の建 設 発 生 上 の発 生 状 況 を適 確 に把 握 し、

建 設 発 生 土 処 分指定 地 と して 、 当該事 業 の事 業 主 体 (以 下 「建

設 発 生 土 事 業 主体」 とい う。 )及 び 関係 機 関等 に協力 を求 め な

けれ ば な らな ぃ。

(事 業 計 画 )

第 4条  理 事 長 は、適 切 な埋 戻 し事 業計 画 を毎年 定 め な けれ ば な

らな い 。

2 前 項 の計 画 は、次 の各 号 に掲 げ る事 項 を調 査 し、決 定す る も

の とす る。

(1)埋 戻 し場所及 び そ の面積

(2)所 有 者 名

(3)埋 戻 し容 量

(4)埋 戻 しを行 う時期 及 び そ の期 間

(5)そ の他 必要 な事 項

3 事 業 計 画 決 定 にあた って は 、京 都府 、城 陽市及 び 近 畿 砂 利 協

同組 合 (以 下 「組合 」 とい う。 )と 協議 しな けれ ば な らな い 。

4 事 業 計 画 を決 定 した とき は 、速 や か に京 都府 、城 陽 市 及 び 組

合 に計 画 書 を提 出す る もの とす る。



(事 業 実施 )

第 5条  事 業 実 施 は、事 業 計 画 に基 づ い て行 うもの とす る。 た だ

し、理 事 長 が 防災上特 に緊急 事 態 の発 生 す る恐 れ が あ る と認 め

た場 合 は この 限 りでない。

2 理 事 長 は 、 埋 戻 し事 業 の進 捗 状 況 を常 に把 握 し、 適 正 な事 業

の実施 に努 め な ければな らな い。

3 理 事 長 は 、別 に定 め る施 工 管 理 基準 に基づ い て道 正 な施 工 管

理 を行 わ な けれ ばな らな い。

(事前 分 析 検 査 )

第 6条  理 事 長 は、地下水 の水 質 保 全 を 図 るた め、建 設 発 生 土 の

般 入 に 当 た つ て は、事前 分 析 検 査 を実施 し、第 2項 に掲 げ る源J

定方 法 及 び判 定基 準 を満 たす もの につ い ての み 、 そ の搬 入 を受

け入 れ る もの とす る。 た だ し、建 設発 生土事 業 主体 が 当該年 度

の工事 施 正 に 際 して、年 度 当初 前 3箇 月 に既 に実施 した分析 検

査 で第 2項 に掲 げ る測 定 方 法 及 び 判 定 基準 を満 たす こ とが確 認

され て い る もの について も同様 とす る。

2 前 項 の事 前 分 析 検査 に係 る検 査 項 目、判 定 基 準値 及 び源J定 方

法 は 、土 壌 の 汚 染 に係 る環 境 基 準 につ い て (平成 3年 8月 23

日環 境 庁 告 示 第 46号 以 下 「環 境 基 準」とい う。 )に よ る もの と

す る

3 試 料 の採 取 はく理事 長 が別 に定 め る基 準 に よ り行 うもの とす

る。

‐4 第 1項 の検 査 に要す る費 用 は 、公 共 事業 (公 共 事 業 に準ず る

事業 を含 む。 )及 び公 共 事
―
業 以 外 の事 業 の講準鵡‐ い 晴許負

一

者 」 とい う。 )又 は建設 発 生 土 事 業主 体 の負 担 とす る。

5 第 1項 の検 査 の実施 に 当 た つ て は、理 事長 は 、 事 前 に請 負 者

又 は建 設 発 生 土事 業主 体 との 間 にお い て、充分 な協 議 調 整 を行

い 、双 方 合 意 確 認 の上 、理 事 長 が別 に定 め る様 式 に よ り実施 す

る もの とす る。

(受入 契 約 )

第 7条  理 事 長 は、埋戻 し事 業 に係 る建 設 発 生 上 の受 入 れ をす る

とき は 、 請 負 者 との間 に搬 入 受 入 契約 を締結 して行 わ な けれ ば

な らな い。          ィ

2 理 事 長 は 、前項 の契約 を締 結 す る ときは、建 設 発 生 土事 業 主

体 と請 負 者 の 間の請 負 契 約 に係 る関係 事項 を確 認 す る と ともに、



前項 の契 約 の条 項 に関連す る本 管理 運 営規 程 の条項 を請 負 者 に

周知 徹 底 させ な けれ ばな らない。

(搬入 )

第 8条  前 条 の契 約 に基づ く建 設発 生 上 の搬 入 は、財 団法 人城 陽

山砂 利 採 取 地整備 公社及 び近畿秒 利 協 同組 合 の連名 に よ り発行

す る送付 伝 票 に よるもの とす る。

(搬八 車 両等 )

第 9条  理 事 長 は、不法投業 の防止 を 図 るた め、請負者 を して、

建設 発 生 土 を搬 入 す る車両 (以下 「搬 入 車 両 」 とい う。 )の 連

転者 に t理 事 長 が発行す るステ ッカ ー を明示 させ な けれ ば な ら

ない。

2 理 事 長 は 、請負 者 に、建設発 生 土発 生 地 におい て 、前 条 の送

付伝 票 に 、発 生 地現場責任 者 (又 は そ の代 行 者 )に よる検 印及

び搬 入 車 両番 号等 の記入 を受 け させ な けれ ば な らない。

3 理 事 長 は t第 1項 のステ ッカー を携 帯 して い ない車 両又 は送

付伝 票 に前 項 に定 める検 印及 び記 入 が な い車 両の建 設発 生 土 の

搬八 ld‐認 め ない。

4 理 事 長 は 、建 設 発 生上の積 載 を規 定 量 以 内 とし、積 荷 の落 下

・飛 散 を 防止 す る とともに、 日曜 日、祝 日及 び 雨天 の 日の搬 入

を禁 止 し、 早朝 、夜 間、通 学 時間帯 の運 行 は避 け るな ど、 周辺

住 民 の迷 惑 とな らない よ う、請負 者 を指 導 しなけれ ば な らない。

(監視 員 等 )

第 10条  理 事 長 は、事業 の実施 に 当 た って は 、危 険 防止 及 び不

法 投 棄 の 防止 を 図 るため、埋戻 し場 所 周 辺 に外柵 を設 置す る と

とも に、 監 視 員 を配置 して 、安全 確 認 を させ な けれ ば な らない。

2 前 項 の 監 視 員 は、搬入建 設発 生 土 につ い て 、産 業廃 棄 物 の混

入 を認 め た場 合 又 は搬入車 両が前 条 第 1項 及 び第 2項 の要件 を

備 え て い な い と認 めた ときは、搬 入 を拒 む と ともに、 そ の 旨を

理 事 長 に報 告 しな けれ ばな らない。

3 こ の ほ か監視員 の業務 について は 、理 事長 が別 に定 め る。

(中商検 査 )

第 11条  理 事 長 は、第 7条 に基づ き 、建 設 発 生土 の搬 入 受 入契

約 を締 結 した事 業 の うち概 ね 1年 以 上 の継 続 事業 につ ぃ て は、

そ の般 入 残 土 の安全 性 を確 保 す るた め、搬 入 期 間内 の適 当 な時
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期 に再度 、 そ の発 生 地 の土壌 につ き第 6条 第 2項 に定 め る分析

検 査 を実施 す る もの とす る。 ただ し、 当該 土 壌 に係 る工事 が 、

港 湾 、河川 等 を除 き小規模 工事等で あ る場合 は、検査 を省 略 す

る こ とが で き る。

2 前 項 の検 査 費 用 は、請負 者 に負 担 させ るもの とす る。

3 第 1項 の検 査 の結 果 、発 生 地 の土姿 が、判 定基準 に適 合 しな

い こ とが判 明 した場 合 、理 事長 は、直 ちに建 設 発 生 土 の搬 入 を

中止 させ な けれ ばな らない。

4 前 項 の場 合 、理事 長 は 当該 請負者 との第 7条 に基づ く搬 入 受

八 契約 を解 除す る もの とす る。

5 前 項 の場 合 、理事 長 は 、既搬入建設 発 生土 につ いて 、適 切 な

安 全 回復 措 置 を と らな けれ ば な らない。

6 前 項 の費 用 は、請負 者 が特 定で き る場合 は 、請負者 の負 担 と

す る。 た だ し、特 定 がで きない場合 は、その負 担 につ いて 、 そ

の都 度、 関係 者 と協 議す る もの とす る。

(抜取検 査 ) ‐

第 12条  理 事 長 は、搬八 建設 発生土 の安全性 を確保 す るた め、

前条 の ほか に、建 設 発 生 土搬 入 に際 し、任意 の車 両 の搬 入 残 土

の一 部 を採 取 し、 土壌分 析 検 査 を実施 す るもの とす る。

2 前 項 の検 査 費用 はく公 社 が負担す る もの とす る。

3 第 1項 の試 料 の採 取 日時 は、請負 者 に事前 に通告 しない で行

うもの とす る。

4 第 1項 の分析 検 査 にお け る検査項 目は別表 第 2に よ るもの と

し、 そ の判 定基 準値 及 び 測 定方法 は、環境基 準 に よる もの とす

る。

5 理 事 長 は、第 1項 の分 析 検 査 の結果 、 当該 建 設発 生 土 が 前 項

の判 定基 準 に適 合 しない ものである こ とが判 明 した場 合 、 当該

請 負 者 に よ る建 設 発 生 土 の搬 八 を中止 させ な けれ ば な らな い。

6 前 項 の場 合 理 事 長 は、速 や か に当該 建設発 生 土 の発 生地 の土

壌 につ い て 、不適 合 とな った項 目の分析検査 を再度 実 施 しな け

ればならない。

その検査費用は、公社が負担するものとする。
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7 第 5項 の措 置 は、前項 に定 め る検 査 の結 果 、判定 基 準 に適 合

す る もの で あ る こ とが確認 され た後 で な けれ ば解 除 して は な ら

ない。

8 前 条 第 4項 及 び第 5項 の規 定 は、第 0項 の場合 に これ を準 用

す る。

(定期 検 査 )

第 13条  理 事 長 は、既搬 八 建 設発 生 土 につ いて、定 期 的 に分 析

検 査 を実施 しな けれ ばな らな い。 た だ し、 この場合 の検 査 項 目

は別 表 第 2に よるもの と し、年 1回 は環境 基準 に定 め る項 目を

実施 す る もの とす る。

2 前 項 の検 査 結果 は、京者ほ府 、城 陽市及 び組 合 に報 告 しな けれ

ばな らない。

3 第 1項 の検 査 費用 は公社 が負 担す る もの とす る。

4 第 1項 の検 査 の結果 、判 定 基 準 を上 回 る建 設発生 土 の存 在 が

確認 され た場 合 、 当該建設 発 生 土 の搬 入 業者 の特定 が 可 能 な場

合 には、前条 第 5項 か ら第 8項 まで の規 定 を準用す る。

(処分 料 )

第 14条  理 事 長 は、第 7条 の規 定 に よ り搬入 され る建 設 発 生 土

につ い て 、一 定 の基準 に よる建 設 発 生 土処 分料 を徴 収 す る もの

とす る。

(手数 料 )

第 ■5条  理 事 長 は、第 9条 の規 定 に よる運搬 車 両 につ い て 、 一

定 の基 準 に よ るステ ッカ ーの貸 与保 証金 と して別 に定 め る額 を

預 か る もの とす る。

(委任 )

第 16条  こ の規 程 に定 め る もの の ほか必要 な事項 は 、理 事 長 が 、

別 に定 め る。

附  則

この規 程 は 、財 団法人城 陽 山砂 利 採 取 地整備公社設 立 の 日か ら

施行 す る。



附  則

1 平 成 2年 度 内で の事 前 分 析 検査 の実施 に伴 い 、 それ に要す る

費 用 負 担 は、第 6条 第 3項 の規定 にか か わ らず 、 平成 3年 3月

31日 ま では、財 団法 人城 陽 出砂利 採 取 地 整備 公 社 の魚担 とす

る。

F付  貝」

(施 行 期 日)

第 6条 の 規 模 は、平成 2年 12月 3日 よ り施 行 す る。

「付  貝U

(施行 期 日)

第 12条 の規程 は、平 成 3年 4月 1日 よ り施 行 す る。

附  則

(施行 期 日)

こ の規 程 は 、平成 5年 4月 1日 か ら施行 す る。

附  則

(施行 期 日)

こ の規 程 は 、平成 9年 4カ 1日 か ら施行 す る。
1

附  則

(施行 期 日)

この規 程 は、平成 11年 4月 1日 か ら施 行 す る6

附  則

(施行 期 日)

この規 程 は、平成 14年 7月 1日 か ら施 行 す る。

(経過 措 置 )

この規 程 の施行 の 日の前 日に お いて、改 ■E前 の規 程 第 6条 第 2項

の 基 準 によ る事 前分 析 検 査 を受 けた残 土 につ い て の第 12条 第 4

項 及 び 第 13条 第 1項 に規 定 す る検査 の判 定 基 準 は 引 き続 き 3月

間 、改 正 前 の規程 を適 用 す る こ とができ る。

F付  貝」

〈施行 期 日)

この規 程 は、平成 17年 4月 1日 か ら施 行 す る。

「付  貝け

(施行 期 日)

この規 程 は、平成 18年 4月 1日 か ら施 行 す る。
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別 表第 1(第 2条 第 2項 関係 )

建設発 生土一
覧表

類種 一つ備

港湾 、河 川 等 の 浚 渫 に伴 つ て 生

じる土 砂 、そ の他 これ に類 す る

もの。

廃 棄 物 の処理及 び 清掃 に 関す

る法律 の施行 につ いて  1

(昭和 46年 10月 16日 厚 生

省 環 境衛 生局長 通 知 )

土砂及 び もつぱ ら土地造成 の 目

的 とな る土砂 に準ず るもの。

上記 の うち建 設 工事 か ら生 じる

次の もの

砂 .秒 利 な ど

岩石 を粉砕 した もの

粘土 .シ ル トな ど

ただ し、建設 廃 材 が混合 して い

る もの に は、法 律 が 適 用 され る

も の が あ る の で 、 注 意 を 要 す

る。

建設 工事等 か ら生 ず る廃 棄 物

の適 正処理 につ い て (平成 2年

5月 31日 厚生省 生活衛 生 局

水 道環境部産業廃 葉 物 対 策 室

長通 知)



別表 第 2(第 12条 及 び第 13項 関係 )

抜取 ・定、期 検 査 項 目

項 目

カ ドミウム

全 シ ア ン

有機 燐

八
日

途
ツ

六価 ク ヨ ム

砒 素

総 水 銀

アル キル 水 銀

PCB

1 0



別表第3(第 6条第3項 関係)

夕)

アエ事延長に

よる場合

事前分析検査に係る試料の採取方法基準 I

(港増 ・7可川等を除く)

採 取 方 法

工事延長が100m以 下は3箇所とし、 1001nを 越

える場合は1 0 0Hlを越える毎に1箇所追加する。

なお、1工事ユ,検体は、分割工事を除き原則として

400m未 油を限度とする。

工事面積が5001P以 下は3簡所とし、5 0 0 rriを越

女_1,00011f以 下は4箇所、1,000■ 子を越え1,

300ポ 以下は5箇所、1,300ポ と越える場合は

6箇所とする。  ヽ

なお、1工事1検体は、ヌ貝Jとして上,500ポ と限

度とする。

上記の判断に選りがたい場合は、

とする。

公社の指示する場所

区

イエ事面積に

よる場合

ウその他

X 採 取する試料の量は、 1宙 所当り100g程 度と

めて混合し、]_工事1検体として検査する。

11
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事前分析検査に係る試料の採取方法基準Ⅱ

X 採 取する試料の量は、1箇所当たり100g程 度とし、全箇所を

まとめて混合し、ユエ事1検体として検査する。

(港湾 !河川等)

工事の種類等 採 取 方 法

ア河川波渫工事 工事延長が100m以 下は3箇所とし、100m

を越える場合は、50mと 越える毎に1箇所追加

する。

イ河川改修工事 El事延長が1 0 0rn以下は3箇所とし、 1 0 0rn

を越える場合は、100mと 越える毎に1箇所追

加する。

ウ池沼工事 流出入日及び中聞点 (岸辺)の 3箇所とする。

工湖及び港湾工事 河口及び海岸 (岸辺)と 含み3簡所とする。

オ採取箇所(深さ)

力その十也

採取する試料は、河床より3 0oR～40印 1の深さ

の上秒とする。

上記の判断に選りがたい場合は、公社の指示する

場所とする。
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